
 

 

 

 

 

 

第１７回 

【
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午後３時３０分開会 

○事務局（植田） それでは、まだお見えになってない方いらっしゃいますけれども、時間に

なりましたので始めさせていただきたいと思います。 
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 あと、ご意見はなかったんですが、１つご披露いたしますと、一つの反響としてご紹介でご





-4-

いました説明というようなところは十分にできていない部分がございました。実は、おととい
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になるのかということが非常に関心を持っておられます。内々にはいろいろと聞いておられま

すけれども、議事録に残す意味では、事務局の方からどういう形で実施になるのか。といいま
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○原科委員長 では、今の点は確認していただいたということですね。 

 神崎委員、どうぞ。 

○神崎委員 神崎です。 

 すみません、最後のガイドラインの議論の２回休んでしまいまして、一応ざっとですけれど

も議事録には目を通してきたんですが、確認なんですけれども、こちらの諮問委員会と審査委
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 規程に関してはよろしいでしょうか。 

 それでは、規程に関しましても、こういうようなことで進めていただくということになりま

した。 

 では、議題、次にまいります。 

 プログラムには書いてありませんけれども、もう一つ、これは以前からの懸案でございまし
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公開の点ですね。判断に必要な情報公開を積極的に進めていただきたいという、２点になろう
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ージで…… 
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るかということをまず決めましょうか。 

 松本委員、どうぞ。 

○松本委員 私はやっぱりここに来られている外部委員の方みんなが名を連ねられるものがこ

の場ではよろしいかと思いますし、私は私なりのチャンネルで何かをすることもできますので。
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思います。そういう意味では…… 

○原科委員長 行き先は経済産業省ですからね。 

○清水産業技術部長 はい。ですから、我々ジェトロ経由で出すというのも妙な話でございま

すし、そこは切り離していただいた方がいいのではないかと考える次第でございます。 

○原科委員長 私も、ジェトロ向けであれば附帯でもいいんですけれども、経産省に出すもの

なんで、提言という表現でいいと思いますけれども。 

○柳副委員 そうなると、附帯意見でなくてもいいんですけれども、提言ということになると、

そもそものところから始まって、どういう経緯でこのガイドラインを検討して、それで別添の
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いう手はあると思いますね。 

○原科委員長 では、そういうふうな工夫をしていただくということで、メールでやりとりが

あると。 

 これタイミングは、いつまでに出したらいいのですか。タイミングを考えましょう。メール

というのはやっぱり期限を切らないと、切りがないですからね。どういうことになりますか、
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